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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第44号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 文教常任委員会審査報告 

 

 

○平 進介議長 次に、文教常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 金子豊美委員長。 

  （金子豊美文教常任委員長登壇） 

○金子豊美文教常任委員長 おはようございます。 

 文教常任委員会審査報告。 

 令和２年６月市議会定例会において、文教常

任委員会に付託されました議案１件について、

審査いたしました経過と結果についてご報告申

し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る６月11日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め審査いたしております。 

 それでは、議案第46号 長井市民文化会館条

例の一部を改正する条例の制定について申し上

げます。 

 本案は、長井市民文化会館について、大規模

改修による部屋の名称変更等並びに消費税率及

び地方消費税率の改定に伴い、使用料の改正に

よる所要の改正を行うため提案されたものであ

ります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で文教常任委員会の報告を終わります。 

○平 進介議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第４、議案第46号の１件につ

いて、討論の通告がありませんので、討論を終

結し、採決いたします。 

 日程第４、議案第46号 長井市民文化会館条

例の一部を改正する条例の制定についての１件

について、文教委員長の報告は、原案可決であ

ります。 

 文教委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第46号は、文教委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 

 

 厚生常任委員会審査報告 

 

 

○平 進介議長 次に、厚生常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 小関秀一委員長。 

  （小関秀一厚生常任委員長登壇） 

○小関秀一厚生常任委員長 令和２年６月市議会

定例会において、厚生常任委員会に付託になり

ました議案２件について、審査をいたしました

経過と結果についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る６月12日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め審査をいたしております。 

 それでは、議案第47号 長井市後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて申し上げます。 

 本案は、山形県後期高齢者医療広域連合にお

いて新型コロナウイルス感染症に感染した後期

高齢者医療費保険者である被用者に対し傷病手

当を支給する条例改正がなされることにより、

当市において傷病手当の申請の受付を行うに当


